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【
16

】
北
条
氏
邦
朱
印
状
：
戌
（
天
正
十
四
）
年
十
月
十
九
日 

（
飯
塚
馨
家
文
書 

Ｐ
八
二
一
四 

 

№
一
二
二
八
七
） 

                       

 

   
 

 

 

《
釈 

文
》 

此
度
御
検
知
之
高
辻
事 

 

百
三
貫
百
七
拾
六
文 

 
 

 
 

 
 

 

本
増
共 

 
 

 

此
内 

八
貫
文 

 
 

 
 

 

夫
銭
壱
疋
壱
人
分 

 
 

 
 

 
 

壱
貫
文 

 
 

 
 

 

定
使
給 

 
 

 
 

 
 

壱
貫
四
百
八
十
文 

 

こ
ん
か
う
寺 

 
 

 
 

 
 

八
百
六
十
文 

 
 

 

来
光
寺 

 
 

 
 

 
 

四
百
六
十
文 

 
 

 

正
覚
寺 

 
 

 
 

 
 

三
百
文 

 
 

 
 

 

大
明
神
免 

 
 

 
 

 
 

 
 

以
上
拾
弐
貫
百
文 

 
 

 
 

 
 

残
而 

 
 

 

六
拾
七
貫
五
百
文 

 
 

 
 

従
二

前
々
一

納
御
年
貢 

 
 

 

拾
壱
貫
五
百
文 

 
 

 
 

 

戌
年
之
増 

 
 

 
 

 
 

以
上
七
拾
九
貫
文 

毎
年
定
納 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

此
外 

 
 

 

十
壱
貫
五
百
七
十
六
文 

 
 

戌
年
増
分
之
内
、
百
性
御
侘
言
申 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ニ

付
而
御
赦
免 

 

以
上
合
百
三
貫
百
七
拾
六
文 

一
此
度
御
検
知
大
途
次
之
事 

一
大
途
御
検
知
之
儀
者
、
夫
銭
以
下
さ
へ
被
レ

為
レ

引
候
へ
ハ
、
十
貫
文
之 

 

郷
百
貫
文
ニ

成
候
共
、
御
許
無
レ

之
御
国
法
ニ

候
、
近
辺
之 

 

郷
中
ニ

候
間
、
可
レ

承
レ

候
事 

一
作
毛
相
違
之
事
者
、
何
時
も
御
国
法
ニ

候
、
大
途
可
レ

為
レ 

 

如
二

御
領
所
一

候
事 

右
免
許
之
辻
者
、
毎
年
田
畠
無
二

不
作
一

致
レ

作
、 

御
年
貢
可
二

走
廻
一

者
也
、
仍
如
レ

件
、 

  
 

 
戌 

 
 

朱
印(

翕
邦
挹
福
） 

 
 

 
 

十
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
北
谷
之
郷 

 
 

 
 

 
 

代
官 

 
 
 
 
 
 
 

百
姓
中 
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《
読
み
下
し
文
》 

こ
の
度
（
た
び
）
御
検
知
の
高
辻
（
た
か
つ
じ
）
の
事 

 
 

百
三
貫
百
七
十
六
文 

 
 

 
 

 
 

本
増
（
ほ
ん
ぞ
う
）
と
も 

 
 

 
此
の
内 

八
貫
文 

 
 

 
 

 

夫
銭
（
ぶ
せ
ん
）
一
疋
一
人
分 

 
 

 
 

 
 

 

壱
貫
文 

 
 

 
 

 

定
使
給
（
じ
ょ
う
し
き
ゅ
う
） 

 
 

 
 

 
 

 
壱
貫
四
百
八
十
文 

 

金
剛
寺 

 
 

 
 

 
 

 
八
百
六
十
文 

 
 

 

来
光
寺 

 
 

 
 

 
 

 

四
百
六
十
文 

 
 

 

正
覚
寺 

 
 

 
 

 
 

 

三
百
文 

 
 

 
 

 

大
明
神
免 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

以
上
十
二
貫
百
文 

 
 

 
 

 
 

 
 

残
而 

 
 

 

六
拾
七
貫
五
百
文 

 
 

 
 

前
々
よ
り
納
め
る
御
年
貢 

 
 

 

十
一
貫
五
百
文 

 
 

 
 

 
戌
年
の
増
し 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

以
上
七
十
九
貫
文 
毎
年
の
定
納
（
じ
ょ
う
の
う
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

此
の
外 

 
 

 

十
壱
貫
五
百
七
十
六
文 

 
 

戌
年
増
分
（
ぞ
う
ぶ
ん
）
の
内
、
百
性
（
姓
） 

御
侘
言
（
わ
び
ご
と
）
申
す
に
付
い
て
御
赦
免
（
し
ゃ
め
ん
） 

 

以
上
合
わ
せ
百
三
貫
百
七
十
六
文 

一
、
此
の
度
の
御
検
知
（
ご
け
ん
ち
）
大
途
（
だ
い
と
）
次
（
な
み
）
の
事 

一
、
大
途
御
検
知
の
儀
は
、
夫
銭
（
ぶ
せ
ん
）
以
下
さ
へ
引
か
せ
ら
れ
候
へ
ば
、

十
貫
文
の
郷
百
貫
文
に
成
り
候
と
も
、
御
許
（
ゆ
る
し
）
之
（
こ
れ
）
無
き
御

国
法
（
こ
く
ほ
う
）
に
候
、
近
辺
の
郷
中
に
候
間
、
承
（
う
け
た
ま
わ
）
る
べ

く
候
事 

一
、
作
毛
相
違
の
事
は
、
何
時
も
御
国
法
に
候
、
大
途
御
領
所
（
ご
り
ょ
う
し
ょ
）

の
如
（
ご
と
）
く
た
る
べ
く
候
事 

右
免
許
の
辻
は
、
毎
年
田
畠
（
た
は
た
）
不
作
無
く
作
（
さ
く
）
致
し
、
御
年
貢

走
廻
（
は
し
り
ま
わ
）
る
べ
き
者
也
、
仍
っ
て
件
（
く
だ
ん
）
の
如
（
ご
と
）
し 

 
 

 

戌 
 

 

（
北
条
氏
邦
朱
印
「
翕
邦
挹
福
」
） 

 
 

 
 

十
月
十
九
日 

 
 

 
 

 

北
谷
之
郷 

 
 

 
 

 
 

代
官 

 
 

 
 

 
 

百
姓
中 

《
用 

語
》 

【
検
知
】
検
地
。
田
畑
の
面
積
、
収
量
の
調
査
を
す
る
た
め
領
主
が
農
民
の
田
畑
を
調
査

す
る
こ
と
。 

【
高
辻
：
た
か
つ
じ
】
年
貢
と
し
て
納
め
ら
れ
る
分
米
や
石
高
の
合
計
。 

【
貫
：
か
ん
】
銭
を
数
え
る
単
位
。
一
文
銭
一
〇
〇
〇
枚
を
一
貫
と
す
る
。
中
世
で
は
土

地
や
所
領
の
規
模
、
負
担
能
力
な
ど
の
表
示
に
用
い
ら
れ
た
単
位
。
土
地
・
所
領
の

貫
高
（
か
ん
だ
か
）
は
、
年
貢
や
軍
役
の
賦
課
基
準
と
な
っ
た
。 

【
本
増
共
：
ほ
ん
ぞ
う
と
も
】
元
々
の
年
貢
と
増
加
し
た
分
の
年
貢
。 

【
夫
銭
：
ぶ
せ
ん
】
陣
夫
・
大
普
請
・
郡
代
夫
な
ど
の
夫
役
確
保
の
た
め
に
年
貢
分
か
ら

免
除
を
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

【
定
使
：
じ
ょ
う
し
、
じ
ょ
う
つ
か
い
】
大
名
・
領
主
と
の
連
絡
役
、
村
内
へ
の
触
役
を

勤
め
る
存
在
。 

【
こ
ん
か
う
寺
：
金
剛
寺 

】
藤
岡
市
三
波
川
の
下
三
波
川
に
あ
る
真
言
宗
豊
山
派
寺
院
。

天
正
十
四
年
の
検
地
で
は
寺
領
一
貫
八
十
文
が
あ
り
（
本
文
書
）
、
近
世
に
は
朱
印

高
五
石
が
あ
っ
た
（
「
元
文
３
年
村
明
細
帳
」
）
。 

【
来
光
寺
】
来
迎
寺
。
今
も
下
三
波
川
に
所
在
す
る
寺
院
。
真
言
宗
智
山
派
で
、
金
剛
寺

以
前
よ
り
あ
っ
た
と
い
う
。 

【
正
覚
寺
】
か
つ
て
金
剛
寺
の
西
隣
に
あ
っ
た
金
剛
寺
末
の
真
言
宗
寺
院
、
現
存
し
な

い
。 

【
大
明
神
免
】
免
と
は
免
田
・
給
田
を
さ
す
。
年
貢
・
課
役
な
ど
が
大
明
神
の
収
益
と
し

て
課
税
対
象
か
ら
控
除
さ
れ
た
額
を
さ
す
。
か
つ
て
三
波
川
村
の
惣
社
と
さ
れ
た

姥
大
明
神
の
収
益
の
こ
と
か
。
中
世
で
は
、
特
定
の
田
地
や
在
家
の
領
主
に
対
す
る

年
貢
・
課
役
分
を
荘
官
な
ど
に
「
～
免
」
と
し
て
報
酬
を
支
給
し
て
い
た
。 

【
定
納
：
じ
ょ
う
の
う
】
定
め
ら
れ
た
年
貢
を
納
め
る
こ
と
。 

【
侘
言
：
た
げ
ん
】
わ
び
ご
と
。
窮
状
を
訴
え
る
こ
と
。
嘆
願
す
る
こ
と
。
請
願
。 

【
御
赦
免
：
ご
し
ゃ
め
ん
】
免
除
。 

【
大
途
：
だ
い
と
】
太
守
。
国
守
。
殿
様
。
北
条
氏
の
公
儀
を
示
す
文
言
の
う
ち
、
特
に

北
条
家
当
主
を
指
す
。 

【
国
法
：
こ
く
ほ
う
】
国
の
お
き
て
。
あ
る
特
定
の
国
の
法
。 
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【
作
毛
：
さ
く
も
う
】
稲
や
麦
な
ど
、
田
畑
か
ら
の
収
穫
物
。
ま
た
、
そ
の
で
き
ば
え
。

作
柄
（
さ
く
が
ら
）
。
さ
く
げ
。 

【
御
領
所
：
り
ょ
う
し
ょ
】
所
領
し
て
い
る
所
。
領
有
し
て
い
る
土
地
。
領
地
。 

【
不
作
：
ふ
さ
く
】
作
物
の
出
来
が
悪
い
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
さ
ま
。
凶
作
。
違
作
。 

【
走
廻
：
は
し
り
ま
わ
る
】
あ
ち
ら
こ
ち
ら
を
か
け
め
ぐ
る
。
か
け
ず
り
ま
わ
る
。
尽
力

す
る
。
奔
走
す
る
。
奉
仕
す
る
。 

【
印
文
：
「
翕
邦
挹
福
（
き
ゅ
う
ほ
う
ゆ
う
ふ
く
）
」
の
朱
印
】
北
条
氏
邦
（
一
五
四
一

も
し
く
は
一
五
四
三
～
一
五
七
九
年
）
の
用
い
た
朱
印
。
氏
邦
は
武
蔵
国
天
神
山
・

鉢
形
、
上
野
国
箕
輪
の
城
主
。
北
条
氏
康
の
四
男
。
永
禄
元
年
（
一
五
五
八
）
頃
藤

田
泰
邦
娘
と
の
婚
姻
に
よ
っ
て
藤
田
家
の
家
督
を
継
承
。
同
七
年
天
神
山
城
（
埼
玉

県
長
瀞
町
）
に
入
り
実
名
氏
邦
を
名
乗
り
、
印
文
「
翕
邦
挹
福
」
の
朱
印
状
を
発
給

し
て
領
支
配
を
開
始
。
天
正
三
年
（
一
五
七
五
）
頃
か
ら
受
領
名
安
房
守
を
用
い
る
。

同
七
年
の
越
相
同
盟
破
綻
後
、
北
条
氏
の
上
野
国
進
出
の
中
心
的
役
割
を
担
い
、
同

十
年
箕
輪
城
（
群
馬
県
高
崎
市
）
を
拠
点
に
上
野
国
の
北
条
領
国
化
を
す
す
め
、
同

十
五
年
九
月
に
は
家
臣
の
猪
俣
邦
憲
を
箕
輪
城
に
、
齋
藤
定
盛
を
大
戸
城
（
同
東
吾

妻
町
）
に
配
置
し
て
支
配
を
展
開
（
『
戦
国
人
名
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
）
。 

 

《
解 

説
》 

 

こ
の
文
書
は
、
天
正
十
四
年
（
一
五
八
六
）
に
行
わ
れ
た
検
地
の
結
果
を
村
宛
て
に
通

知
し
た
検
地
書
出
で
あ
る
。 

前
半
部
に
は
新
し
く
決
定
さ
れ
た
年
貢
高
が
記
さ
れ
て
い
る
。
検
地
で
把
握
さ
れ
た

貫
高
一
〇
三
貫
一
七
六
文
か
ら
、
夫
銭
八
貫
文
な
ど
一
二
貫
一
〇
〇
文
を
年
貢
免
除
と

し
て
控
除
し
、
以
前
の
年
貢
額
六
七
貫
五
〇
〇
文
に
増
分
の
半
分
弱
の
一
一
貫
五
〇
〇

文
を
年
貢
額
に
加
え
た
七
九
貫
文
が
、
新
し
い
年
貢
額
に
決
ま
っ
て
い
る
。
増
分
の
残
り

の
一
一
貫
五
七
六
文
は
百
姓
の
侘
言
（
訴
願
）
に
よ
っ
て
年
貢
免
除
さ
れ
た
。 

 

後
半
部
に
は
検
地
に
当
た
っ
て
の
、
次
の
よ
う
な
北
条
氏
の
方
針
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

一 

こ
の
度
の
御
検
地
は
、
北
条
家
当
主
が
行
う
検
地
の
方
式
に
則
し
行
う
。 

二 

北
条
家
が
行
う
検
地
は
、
夫
銭
な
ど
さ
え
引
け
ば
、
十
貫
文
の
郷
が
百
貫
文
に

な
っ
た
と
し
て
も
控
除
を
行
わ
な
い
こ
と
は
御
国
法
に
示
さ
れ
て
い
る
。
近
辺
の

郷
中
で
あ
る
の
で
、
承
知
す
る
こ
と
。 

三 

作
物
の
相
違
（
異
な
る
作
物
を
作
る
こ
と
）
は
、
何
時
も
御
国
法
に
よ
る
の
で
決 

 

ま
っ
た
作
物
を
耕
作
し
な
さ
い
。
北
条
家
当
主
の
領
所
（
領
地
）
と
同
様
に
す
る
。 

右
の
通
り
免
許
し
た
年
貢
は
、
毎
年
田
畑
の
不
作
な
く
耕
作
し
、
年
貢
の
納
入
に
つ
い
て

尽
力
す
る
よ
う
、
代
官
・
百
姓
中
に
命
じ
て
い
る
。 

代
官
は
小
代
官
と
も
呼
ば
れ
、
年
貢
を
徴
収
す
る
側
、
百
姓
中
は
名
主
以
下
の
村
の
構

成
員
で
あ
る
。
飯
塚
氏
は
別
の
文
書
で
名
主
免
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
名
主
で
あ
っ
た
と

見
ら
れ
る
。 

 

検
地
の
目
的
は
、
北
谷
郷
の
範
囲
を
確
定
し
、
そ
の
中
の
耕
地
を
把
握
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
。
北
条
領
で
は
一
反
（
三
六
〇
歩
）
当
た
り
の
基
準
貫
高
は
田
地
五
〇
〇
文
・
畠
地

一
六
五
文
（
秋
成
一
〇
〇
文
・
夏
成
六
五
文
）
で
あ
っ
た
か
ら
、
一
〇
三
貫
一
七
六
文
の

畑
の
面
積
は
六
二
町
五
反
余
と
な
る
と
い
う
。 

【
参
考
】
池
上
裕
子
『
戦
国
時
代
社
会
構
造
の
研
究
』
校
倉
書
房
、
一
九
九
九
年
）
。 

 

◆
参
考
：
北
条
氏
の
検
地
◆ 

①
一
反
（
三
六
〇
歩
）
当
た
り
の
基
準
貫
高
は
田
地
五
〇
〇
文
・
畠
地
一
六
五
文
（
秋

成
一
〇
〇
文
・
夏
成
六
五
文
）
。 

②
検
地
奉
行
を
派
遣
し
て
、
郷
村
ご
と
に
検
地
を
実
施
し
、「
田
畠
面
積×

基
準
貫
高
」

で
郷
村
別
貫
高
（
村
高
＝
検
地
高
辻
）
を
算
出
。 

③
村
高
よ
り
引
方
（
公
事
免
・
定
使
免
な
ど
必
要
経
費
）
を
除
い
て
定
納
高
＝
年
貢

高
を
決
定
し
、
年
貢
の
増
分
は
基
本
的
に
北
条
氏
が
没
収
す
る
。 

④
村
高
、
田
畠
面
積
や
貫
高
、
控
除
分
の
明
細
、
そ
こ
か
ら
算
出
さ
れ
る
年
貢
高
な

ど
、
検
地
で
決
定
さ
れ
た
内
容
を
書
き
記
し
た
文
書
（
検
地
書
出
）
が
、
北
条
氏
か

ら
郷
村
・
寺
社
に
発
給
さ
れ
る
。 

【
参
考
】
佐
脇
栄
智
『
後
北
条
氏
の
基
礎
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
） 

 


